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吉
田
家
の
諸
社
研
究
に
お
け
る
家
記
利
用
に
つ
い
て

―
『
諸
神
根
源
抄
』
と
『
吉
田
家
日
次
記
』
の
関
わ
り
を
中
心
に
―

新

井

大

祐

は
じ
め
に

　

我
が
国
近
代
以
降
の
神
道
研
究
に
お
い
て
夙
に
注
目
を
集
め
て
き

た
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
神
道
史
上
、
一
つ
の
画
期
で
あ
る

吉
田
神
道
及
び
吉
田
家
に
対
す
る
研
究
が
掲
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
明

治
後
期
か
ら
大
正
期
の
神
道
史
研
究
に
お
い
て
多
く
の
先
学
が
着
目

さ
れ
、
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
唯
一
神
道
教
義
（
儀
礼
）
書
・
古

典
注
釈
書
・
日
記
・
文
書
等
の
関
連
文
献
・
史
料
が
多
数
見
出
さ
れ
、

世
に
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
同

家
の
活
動
実
態
や
神
道
史
上
に
お
け
る
意
義
な
ど
に
つ
い
て
の
解
明

が
大
い
に
進
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
近
代
以
降
の
吉
田
神
道
及
び
吉
田
家
に
係
る
研
究
を
筆

者
な
り
に
大
ま
か
に
整
理
す
る
と
、（
一
）
唯
一
神
道
創
唱
者
・
吉

田
兼
倶
及
び
前
後
累
代
の
行
状
と
、
そ
の
著
作
に
看
取
さ
れ
る
思

想
・
教
義
の
研
究
（
教
義
・
思
想
研
究
）、（
二
）『
日
本
書
紀
』
を
中

心
と
し
た
神
典
註
釈
等
に
関
す
る
研
究
（
古
典
・
文
学
研
究
）、（
三
）

裁
許
状
・
宗
源
宣
旨
発
給
等
の
活
動
に
よ
る
神
社
支
配
に
係
る
研
究

（
制
度
史
研
究
）、
の
三
つ
が
主
と
な
ろ
う

（
1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
明
治
以
来
、
多
く
の
論
考
が
提
示
さ
れ
、

そ
の
実
態
解
明
も
進
ん
で
き
た
吉
田
神
道
研
究
に
あ
っ
て
、
い
ま
だ

な
お
検
討
の
余
地
を
多
く
残
す
問
題
と
し
て
、
と
く
に
（
一
）
及
び

（
二
）
の
視
点
に
密
接
に
関
わ
る
、
同
家
が
行
っ
て
き
た
諸
社
の
縁

由
や
祭
神
に
対
す
る
調
査
研
究
活
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
早

く
よ
り
宮
地
直
一
が
、
中
世
期
に
興
っ
た
同
家
の
「
学
問
的
攷
究
の

風
」
の
一
つ
が
兼
倶
『
延
喜
式
神
名
帳
頭
註
』
な
ど
「
神
社
の
歴
史

を
究
む
る
試
み
」
と
い
う
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
近
世
神
社
研

究
の
地
盤
と
な
つ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
が

（
2
（

、
今
し
も
述
べ
た
通
り
、

そ
の
後
は
他
の
活
動
に
対
す
る
研
究
が
活
発
で
あ
る
の
に
比
し
て
、

取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
同
家
に
お
け
る
「
神
社
の
歴
史
を
究
む
る
試
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み
」
の
一
つ
の
大
き
な
成
果
と
評
価
す
べ
き
も
の
に
『
諸
社
根
元

記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

同
書
は
各
所
に
伝
来
し
、
式
内
社
や
二
十
二
社
は
じ
め
諸
国
神
社

に
関
す
る
記
事
や
神
道
説
を
収
載
す
る
こ
と
か
ら
、
同
家
に
お
い
て

神
社
研
究
と
い
う
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
も
の
語
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

す
で
に
明
治
期
に
『
神
祇
全
書

（
（
（

』
に
お
い
て
活
字
化
・
公
刊
が
な

さ
れ
広
く
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
本
書
と
同
文
関

係
に
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
内
容
・
構
成
が
似
通
っ
た
り
す
る

類
本
の
多
数
存
す
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
西
田
長
男
氏

（
4
（

な

ら
び
に
鳥
居
清
氏

（
（
（

が
詳
細
な
本
文
批
判
に
よ
っ
て
諸
本
相
互
の
関
係

や
成
立
過
程
に
対
す
る
検
討
を
行
い
、
と
く
に
内
部
に
同
家
累
代
の

名
な
ど
を
有
す
る
記
文
の
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
同
家
の
諸
社
研
究

に
お
い
て
父
祖
の
記
録
が
参
看
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

と
は
言
え
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
、
前
掲
二
氏
の
論
考
を
除
い
て

は
同
書
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
を
知
ら
ず
、
そ
の

後
は
個
別
の
神
社
・
神
祇
研
究
に
お
い
て
同
書
の
内
容
の
一
部
が
利

用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
成
立
背
景
や
意
義
な
ど
に
つ
い
て

未
だ
詳
か
で
な
い
部
分
も
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
筆
者
は
、
こ
れ
ら
『
諸
社
根
元
記
』
と
そ
の

類
本
に
つ
い
て
論
じ
る
機
会
を
得
た
が

（
（
（

、
そ
の
折
に
は
成
立
及
び
類

本
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
に
尽
き
、
先
学
の
指
摘
さ
れ
た
、

本
書
の
成
立
背
景
や
意
義
、
ひ
い
て
は
同
家
の
神
社
研
究
と
い
う
営

み
を
考
え
る
上
で
重
要
な
「
父
祖
の
記
録
へ
の
眼
差
し
」
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
殆
ど
吟
味
を
加
え
る
こ
と
叶
わ
な
か
っ
た
憾
み
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
改
め
て
先
学
の
残
さ
れ
た
成
果
を
整
理
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
本
文
批
判
を
行
っ
た
結
果
、
こ
の
累
代
記
録
利
用

の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
重
要
と
思
し
い
事
例
を
新
た
に
見
出
す
に

至
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
諸
社
根
元
記
』
及
び
類
本
中
、
新
た
に
見

出
さ
れ
た
そ
の
成
立
背
景
を
物
語
る
家
記
利
用
の
具
体
的
事
例
に
検

討
を
加
え
、
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
を
集
め
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
同
家
の
神
社
研
究
の
有
り
様
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り
の

一
端
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。

一
．
吉
田
家
の
神
社
研
究
概
略
と
『
諸
神
根
源
抄
』

　

冒
頭
述
べ
た
と
お
り
、『
諸
社
根
元
記
』（
以
下
『
根
元
記
』
と
略
す
）

は
早
く
明
治
期
に
『
神
祇
全
書
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
近
し

い
と
こ
ろ
で
は
『
神
道
大
系

（
（
（

』
に
収
載
さ
れ
、
解
題
が
付
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
底
本
と
さ
れ
た
無
窮
会
専
門
図
書
館
神
習
文
庫
本
（
以
下
、

神
習
文
庫
本
と
称
す
）
や
天
理
大
学
附
属
図
書
館
吉
田
文
庫
本
（
以
下
、

吉
田
文
庫
本
と
称
す
）
は
じ
め
、
同
一
書
名
を
有
す
る
も
の
が
各
所
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
吉
田
文
庫
本
奥
書
に
は
「
写
本
云
」
と
し
て
「
天
和
二
年
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壬
戌
孟
冬
念
一
日
」
と
見
え
、
同
本
は
近
世
初
頭
の
天
和
二
（
一
六

八
二
）
年
本
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
書
に
は
『
諸
神
記

（
（
（

』
の
よ
う
に
内
容
を
ほ
ぼ
同
じ

く
す
る
異
名
の
伝
本
や
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
が
相
似
通
う
『
諸
神

根
源
抄
』（
以
下
『
根
源
抄
』
と
略
す
）
な
ど
多
数
の
類
本
が
伝
来
し

て
い
る
。

　

か
つ
て
西
田
氏
が
「
こ
れ
ら
相
互
の
前
後
関
係
は
、
し
か
く
簡
単

な
も
の
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
た
と
お
り

（
9
（

、
諸
本
を
整
理
す
る
こ

と
は
困
難
を
極
め
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
従
来
の
研
究
に

お
い
て
は
、
そ
の
類
本
中
『
諸
神
記
』
及
び
『
根
源
抄
』
を
中
心
に
、

先
後
関
係
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
れ
ら
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
整
理
し
た

の
で
今
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、

①･　

累
代
当
主
達
が
そ
の
時
代
時
代
に
家
説
等
を
集
成
し
、
そ
れ
ら

を
十
六
世
紀
中
頃
の
吉
田
家
当
主
・
兼
右
が
集
大
成
し
て
原
『
根

元
記
』
を
成
し
、
さ
ら
に
現
存
の
形
に
至
っ
た
の
は
近
世
初
期
で
、

ゆ
え
に
異
本
も
多
く
残
る
と
す
る
西
田
長
男
氏
の
説

（
（（
（

。

②･　

兼
右
に
よ
っ
て
原
『
根
源
抄
』
が
成
り
、
そ
れ
を
も
と
に
そ
の

息
・
梵
舜
が
『
諸
神
記
』
を
撰
録
し
、
そ
の
後
吉
田
文
庫
本
本
奥

の
天
和
二
年
に
吉
田
家
に
非
ざ
る
者
が
『
諸
神
記
』
を
改
竄
し
て

『
根
元
記
』
が
成
立
し
た
と
す
る
鳥
居
清
氏
の
説

（
（（
（

。

と
な
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
本
論
に
お
い
て
、
筆
者
が
と
く
に
注
目
す
る
の
が
、
他

の
二
書
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
鳥
居
氏
が
着
目
し
た
『
根
源
抄
』
で

あ
る
。

　

本
書
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
と
し
、
な
お

詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
こ
こ
に
些
か
を
述
べ
れ
ば
、
本
書
も

西
田
氏
に
よ
っ
て
『
根
元
記
』
異
本
と
位
置
付
け
ら
れ
た
吉
田
家
に

よ
る
神
社
研
究
書
で
あ
る

（
（（
（

。
内
容
は
『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
と
同

じ
く
、
二
十
二
社
は
じ
め
大
小
様
々
な
神
社
に
つ
い
て
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
条
目
や
本
文
の
合
致
し
な
い
と
こ
ろ
も
散
見
す
る
。

　

な
お
、
鳥
居
氏
が
使
用
さ
れ
た
吉
田
文
庫
本
は
天
地
二
巻
か
ら
な

る
冊
子
本
で
、
奥
書
等
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
地
巻
末
の
「
大
比
叡

明
神
垂
迹
事
」
に
「
慶
長
七
年
二
月
十
五
日
」
と
の
年
紀
が
見
え
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
成
立
上
限
と
な
ろ
う

（
（3
（

。

　

た
だ
し
、
兼
右
子
息
で
あ
り
、
織
豊
期
の
当
主
・
兼
見
及
び
そ
の

弟
で
あ
る
梵
舜
の
記
録
『
兼
見
卿
記
』『
舜
旧
記
』
に
「
諸
神
根
元

抄
」「
諸
神
根
源
抄
」
と
見
え
、
就
中
、
梵
舜
に
お
い
て
は
「
唯
神

院
殿
（
兼
右
―
筆
者
註
）
御
自
筆
諸
神
根
元
抄
」
と
も
記
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
兼
右
の
代
に
は
す
で
に
「
諸
神
根
元
抄
（
根
源
抄
）」
が

存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
（4
（

。

　

と
こ
ろ
で
、『
根
元
記
』
と
『
諸
神
記
』
を
比
較
す
る
と
、
随
所

に
記
述
の
加
除
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
条
目
の
出
入
り
や
配
列
の
異

同
の
さ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
系
本
と
し
て
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位
置
付
け
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
言
え
る
の
に
対
し
、
同
二
書

と
『
根
源
抄
』
と
を
比
べ
る
と
、
重
な
る
部
分
も
多
い
も
の
の
、
本

文
の
異
同
、
さ
ら
に
は
収
載
条
目
の
出
入
り
や
配
列
の
異
同
も
多
数

散
見
す
る

（
（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
西
田
氏
に
お
か
れ
て

は
類
本
を
す
べ
て
『
根
元
記
』
の
「
異
本
」
と
見
倣
す
論
調
少
な
か

ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
鳥
居
氏
が
前
掲
の

段
階
成
立
説
を
唱
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
西
田
説
は
多
大
な
影
響
力
を

有
し

（
（（
（

、
結
果
、『
根
源
抄
』
系
諸
本
を
『
根
元
記
』
と
し
て
扱
う
風

が
通
行
し
た
嫌
い
も
あ
る

（
（（
（

。

　

従
っ
て
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、『
根
元
記
』
を
中
心
に
据

え
る
視
点
を
い
ま
一
度
見
直
し
、
ま
た
鳥
居
氏
の
説
を
も
勘
合
し
、

書
名
や
内
容
の
一
斑
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
全
体
構
成
等
に

よ
っ
て
類
本
を
分
類
す
る
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
―
無
論
、
さ
ら
な
る
関
係
諸
本
の
調
査
が
要
さ
れ
る
も
の

の
―
い
ま
こ
こ
で
は
、
収
載
条
目
に
よ
る
分
類
か
ら
、
ひ
と
ま
ず

『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
系
と
、『
根
源
抄
』
系
と
い
う
二
つ
の
系
統

を
想
定
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
．
吉
田
家
神
社
研
究
書
に
見
る
累
代
記
録

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
こ
れ
ら
の
書
が
注
目
を
集
め
て
き
た
点
と
し
て
、

前
述
の
通
り
吉
田
家
累
代
に
係
る
記
文
が
少
な
か
ら
ず
看
取
さ
れ
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
翻
っ
て
、
同
家
の
手
に
な
る
書
物
と

さ
れ
て
き
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
『
根
元
記
』
の
条
目
中
、
累
代
の
名
や
そ
れ
に
係

る
年
紀
で
、
そ
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
し
い
も
の
を
簡
略

に
整
理
す
る
と
、

○
賀
茂
…
兼
敦
注
文

○
春
日
…
「
治
大
御
抄
」（
兼
敦
記
録
）
引
文
・
兼
満
注
文

○
大
神
…
兼
敦
注
文

○
広
田
…
兼
倶
説
の
引
用

○
祇
園
…
「
天
文
十
二
年
十
一
月
三
日
」
記
文

○
神
楽
岡
社
…
「
応
永
二
正
月
廿
一
」
記
文

○
五
条
天
神
…
「
天
文
九
十
一
廿
九
」
記
文

○
清
瀧
社
事
…
「
応
永
十
三
御
記
」
の
引
文

○
八
神
殿
濫
觴
事
…
「
永
徳
二
十
九
」
記
文

○
吉
田
…
「
兼
倶
日
本
書
紀
御
抄
」
引
文

○
粟
田
口
天
王
…
二
品
（
兼
倶
）
事
績
と
「
天
文
八
九
」
注
文

○
八
幡
条
々
記
（
神
霊
次
第
）
…
兼
右
注
文

○
大
隅
宮
…
兼
右
注
文

○
金
神
事
…
「
吉
田
二
品
」（
兼
倶
）
述
作
の
引
文

○
北
野
天
神
御
事
…
応
永
十
八
九
の
兼
敦
注
文

○
賀
州
石
河
郡
河
内
庄
金
剱
宮
…
兼
右
記
文
の
引
文

○
八
所
御
霊
縁
由
事
…･

「
至
徳
元
年
九
月
十
八
日
」
の
日
記
引
文
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（
兼
熙
朝
臣
・
予
・
家
君
）

○
三
十
番
神
…
兼
倶
事
績

○
神
体
之
下
奉
書
付
之
…
永
禄
六
年
八
月
二
十
六
日
の
兼
右
書
付

○
備
前
国
酒
折
神
社
…
兼
右
教
示
の
記
文

と
な
り
、
南
北
朝
期
の
当
主
で
あ
る
兼
敦
の
名
や
同
時
代
に
係
る
永

徳
（
一
三
八
一
～
八
四
）・
至
徳
（
一
三
八
四
～
八
七
）
な
ど
の
年
紀
、

ま
た
室
町
期
初
頭
の
応
永
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）、
兼
倶
孫
の
兼

満
の
名
、
さ
ら
に
兼
右
の
名
及
び
同
時
代
の
天
文
（
一
五
三
二
～
五

五
）
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
諸
神
記
』
も
以
上
と
概
ね
合
致
す
る
が
、「
祇
園
」
条
の

前
掲
年
紀
を
含
む
後
半
部
が
異
な
っ
て
お
り
、
結
果
、
同
記
文
を
欠

く
。
さ
ら
に
「
備
前
国
酒
折
神
社
」
条
で
は
「
兼
右
」
で
は
な
く
兼

右
の
曾
孫
で
近
世
初
頭
の
「
兼
従
」（
萩
原
兼
従
）
と
記
さ
れ
て
い
る

点
が
異
な
る
。
加
え
て
、
同
書
に
は
、『
根
元
記
』
に
欠
く
以
下
の

記
文
が
認
め
ら
れ
る
。

○
藤
森
社
…
兼
倶
注
の
本
奥
を
有
す
る
「
弘
治
二
十
一
三
」
記

○
長
州
赤
間
関
阿
弥
陀
寺
八
幡
宮
…
兼
右
の
旧
記
利
用

○
江
州
大
津
大
梵
天
王
…
兼
右
御
記

○
北
野
天
満
天
神
御
実
名
…
兼
倶
自
筆
本
利
用

○
神
道
大
意
（
三
十
番
神
由
来
）
…
兼
倶
撰
本
の
兼
満
写
本
利
用

　

こ
の
う
ち
「
藤
森
社
」「
長
州
赤
間
関
阿
弥
陀
寺
八
幡
宮
」
に
つ

い
て
は
『
根
元
記
』
に
も
立
項
さ
れ
本
文
略
同
一
で
あ
る
が
、
前
掲

記
文
を
欠
く
。
ま
た
、「
江
州
大
津
大
梵
天
王
」「
北
野
天
満
天
神
御

実
名
」「
神
道
大
意
」
は
条
目
自
体
を
欠
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
根
源
抄
』
に
目
を
移
す
と
、
前
掲
二
書
に
共
通
し
て
見

え
る
記
文
中
「
賀
茂
」「
春
日
」（
た
だ
し
「
治
大
御
抄
」
に
係
る
記
文

は
な
い
）「
大
神
」「
五
条
天
神
」「
吉
田
」「
大
隅
宮
」、『
根
元
記
』

の
み
に
見
え
る
「
祇
園
」
の
記
文
、『
諸
神
記
』
の
み
に
見
え
る

「
藤
森
」「
神
道
大
意
（
三
十
番
神
由
来
事
）」
の
記
述
は
合
致
す
る
が
、

本
文
略
同
一
の
「
豊
受
宮
」
条
に
『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
に
は
見

え
な
い
兼
右
に
係
る
注
文
が
付
さ
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
。
ま
た
、

二
書
に
欠
く
独
自
条
目
中
、

○
宮
中
神
卅
六
座

　

・
本
宮
鎮
座
（
御
食
津
神
）
…
「
伊
大
鈔
」（
兼
夏
記
録
）
引
文

　

・
鎮
座
事
…
兼
敦
注
文

　

・
御
位
記
事
…
「
伊
大
鈔
」
引
文

　

・
御
厨
子
事
…
兼
敦
注
文

　

・
神
祇
官
内
東
西
両
院
事
…
「
伊
大
鈔
」
引
文

　

・
神
祇
官
祝
部
殿
事
…
兼
敦
注
文

○
摂
津
国
郡
御
薗
岡
院
宮
事
…
「
天
文
九
八
廿
一
」
記
文

○
若
狭
国
遠
敷
郡
一
宮
大
明
神
…
兼
右
注
文

の
よ
う
に
、
兼
敦
や
兼
右
、
さ
ら
に
は
兼
敦
曾
祖
父
で
鎌
倉
時
代
の

兼
夏
に
係
る
記
文
ま
で
も
が
見
え
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
西
田
氏
が
『
根
元
記
』
ほ
か
吉
田
家
の
神
社
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研
究
書
へ
対
し
て
関
心
を
寄
せ
る
発
端
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
「
宮

中
神
卅
六
座
」
条
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
氏
は
、
か
つ
て
吉
田
家
襲
蔵
資
料
中
に
兼
敦
自
筆
に
よ

る
宮
中
八
神
殿
に
つ
い
て
の
注
釈
書
『
延
喜
式
神
名
帳
鈔
』
を
発
見

さ
れ

（
（（
（

、
そ
の
同
文
が
、
こ
の
「
宮
中
神
卅
六
座
」
条
と
し
て
当
時
氏

が
所
蔵
し
て
い
た
「
諸
社
根
元
記
」
及
び
「
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
山

田
以
文
旧
蔵
の
『
諸
社
并
神
祇
官
記
』
と
表
題
す
る
『
諸
社
根
元

記
』
の
一
本
」
に
見
え
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
他
の
『
根
元
記
』
諸
本

の
随
所
に
も
『
吉
田
家
日
次
記
』（
以
下
、『
日
次
記
』
と
略
す
）
中

「
兼
敦
朝
臣
記
」
な
い
し
兼
敦
述
作
を
引
い
た
と
目
さ
れ
る
記
文
の

散
見
す
る
こ
と
な
ど
よ
り
、
兼
敦
の
時
代
に
は
す
で
に
式
神
名
帳
研

究
・
注
釈
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
「『
根
元
記
』
や
『
諸
神
記
』
や

な
ど
の
編
纂
に
も
大
い
に
参
考
と
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
か
つ
そ

の
一
部
分
が
『
延
喜
式
神
名
帳
鈔
』
と
し
て
伝
来
し
た
と
考
え
た
の

で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
前
述
の
、『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
系
諸
本
と

『
根
源
抄
』
系
諸
本
の
混
同
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
前
述
の
通
り
こ
の
「
宮
中
神
卅
六
座
」
条
は
『
根
源

抄
』
独
自
記
事
で
あ
り
、
管
見
に
触
れ
た
中
で
は
前
者
の
系
統
に
は

見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
氏
が
こ
れ
を

「
諸
社
根
元
記
」
中
に
見
え
る
と
さ
れ
た
の
は
、
氏
が
所
蔵
し
て
い

た
同
条
を
載
せ
る
一
本
が
書
名
を
欠
く
零
本
で
あ
り
な
が
ら
、
氏
が

独
自
に
こ
れ
を
「『
諸
社
根
元
記
』
の
一
本
」
と
し
て
位
置
付
け
た

こ
と
に
よ
る

（
（（
（

。

　

さ
ら
に
氏
は
、『
神
祇
全
書
』
所
収
の
神
習
文
庫
本
や
、「
兼
敦
の

『
延
喜
式
神
名
帳
鈔
』
を
収
め
た
も
の
と
は
別
の
」
所
蔵
本
「
根
元

記
」
数
本
を
引
き
、「
北
野
天
神
御
事
」
条
に
応
永
十
年
八
月
九
日

の
兼
敦
注
進
文
の
見
え
る
点
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が

（
（（
（

、
こ
れ
は
前
に
見
た
通
り
『
根
元
記
』

『
諸
神
記
』
の
み
に
見
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。　

　

従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
類
本
の
成
立
に
つ
い
て
同
列
か
つ
一

律
に
論
ず
る
に
は
注
意
を
要
す
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

か
く
し
て
、
そ
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
し
い
記
文
が
各

本
に
独
自
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
今

後
は
よ
り
内
容
に
即
し
た
形
で
の
整
理
分
類
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、
氏
が
こ
れ
ら
累
代
に
係
る
記
文
を
『
日
次
記
』
等
に

よ
る
も
の
と
考
え
た
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
に
見
え
る
「
八
所
御
霊
縁
由
事
」
は
日

記
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
と
思
し
く
、
そ
う
と
な
れ
ば
、
や
は

り
『
日
次
記
』
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

　

周
知
の
通
り
、『
日
次
記
』
は
吉
田
家
累
代
中
四
代
の
日
記
の
総

称
で
あ
り
、
吉
田
兼
熈
（
正
平
三
年
（
一
三
四
八
）
～
応
永
九
年
（
一
四

〇
二
））
の
「
兼
熈
卿
記
」、
兼
熈
子
息
兼
敦
（
貞
治
七
年
（
一
三
六
八
）

～
応
永
一
五
年
（
一
四
〇
八
））
の
「
兼
敦
朝
臣
記
」、
兼
倶
の
子
で
あ
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る
兼
致
（
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
～
明
応
八
年
（
一
四
九
九
））
の
「
兼

致
朝
臣
記
」、
兼
右
（
永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
～
天
正
元
年
（
一
五

七
三
））
の
「
兼
右
卿
記
」
が
現
存
す
る
が
、
各
々
の
時
代
の
一
部

の
み
し
か
伝
わ
ら
な
い

（
（3
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
現
存
本
『
日
次
記
』
に
『
根
元
記
』『
諸
神
記
』

『
根
源
抄
』
に
見
え
る
関
連
記
事
を
照
ら
す
と
、
残
念
な
が
ら
年
次

が
合
致
す
る
も
の
は
現
存
せ
ず

（
（4
（

、
こ
れ
を
『
日
次
記
』
逸
文
な
ど
と

す
る
西
田
氏
の
説
は
、
信
憑
性
は
高
い
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
、
や

は
り
推
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
吉
田
家
に
お
け

る
神
社
研
究
と
そ
の
成
果
集
成
に
お
い
て
累
代
家
記
、
就
中
『
日
次

記
』
が
引
か
れ
た
と
考
え
る
に
は
、
な
お
慎
重
な
姿
勢
を
取
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
同
家
の
神
社
研
究
に
お
け
る
『
日
次
記
』
を
中
心
と
し

た
累
代
記
録
利
用
の
問
題
に
対
し
、
筆
者
は
以
前
、
研
究
発
表
の
形

で
少
し
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

（
（（
（

。

　

概
略
を
述
べ
れ
ば
、
筆
者
は
、『
根
源
抄
』
に
比
し
て
収
載
条
目

は
少
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
合
致
し
、
か
つ
本
文
略
同
一

の
吉
田
文
庫
蔵
兼
右
自
筆
『
諸
神
本
縁
抄
』
な
る
一
本
を
中
心
に

（
（（
（

、

そ
こ
に
見
え
る
大
芋
社
縁
起
に
着
目
し
た
。
す
な
わ
ち
同
社
が
名
帳

所
載
の
丹
波
国
多
紀
郡
鎮
座
「
櫛
石
窓
神
社
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

末
尾
に
兼
倶
に
係
る
本
奥
書
が
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

他
方
、『
日
次
記
』
に
目
を
移
す
と
、「
兼
熙
卿
記
」
応
安
四
年

（
一
三
七
一
）
八
月
二
十
八
日
条
に
、
同
じ
く
大
芋
社
が
「
神
名
帳
」

所
載
の
丹
波
国
多
紀
郡
「
櫛
石
窓
神
社
」
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
こ
と
、

加
え
て
吉
田
家
伝
来
の
名
帳

（
（（
（

の
丹
波
国
「
櫛
石
窓
神
社
」
項
に
「
大

芋
社
是
也
」
と
の
頭
註
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

　

以
上
の
諸
点
よ
り
筆
者
は
、
同
家
の
神
社
研
究
、
就
中
、
名
帳
研

究
に
お
い
て
は
、
兼
熙
―
兼
倶
―
兼
右
と
い
う
累
代
三
人
の
碩
学
を

結
ぶ
知
・
学
の
系
譜
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
説
を
提
示
し
た
の

で
あ
る
が
、
各
書
が
直
接
的
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
な
お
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
先
行
研
究
の
さ
ら
な
る
整
理
に
よ
り
、
筆
者

は
実
際
に
『
根
源
抄
』
な
ど
と
『
日
次
記
』
が
密
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
す
事
例
を
見
出
し
た
。

　

そ
こ
で
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
例
を
掲
げ
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

三
．『
根
源
抄
』
と
『
日
次
記
』

（
一
）『
根
源
抄
』「
日
吉
」
条
と
「
兼
敦
朝
臣
記
」

　
『
根
源
抄
』
に
お
い
て
二
十
二
社
に
係
る
記
述
は
実
に
そ
の
半
分

程
を
占
め
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
記
述
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
上
巻
第
三
条
に
「
定

二
十
二
社
次
第
事
」
を
立
て
、
こ
こ
に
二
十
二
社
に
固
定
さ
れ
る
ま
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で
の
経
緯
を
記
し
、
そ
の
後
「
三
十
番
神
」
条
を
挟
ん
で
「
廿
二
社

次
第
付
垂
迹

并
本
地
」
条
を
置
き
、
各
社
の
祭
神
・
本
地
・
創
始
由
来
を
一
括

し
て
簡
略
に
記
す
。

　

こ
れ
に
次
い
で
、「
伊
勢
太
神
宮
」「
豊
受
宮
」「
広
田
」「
石
清

水
」
…
と
二
十
二
社
に
関
す
る
個
別
の
条
を
立
て
、
各
々
、
史
書
や

古
典
な
ど
に
よ
り
な
が
ら
鎮
座
地
・
縁
由
・
本
地
・
位
記
・
行
幸
・

祭
礼
な
ど
を
よ
り
詳
細
に
記
し
て
い
る

（
（（
（

。

　

な
お
、「
廿
二
社
次
第

付
垂
迹
并
本
地

」
条
は
末
尾
に
「
于
時
文
明
元
年

八
月
十
一
日
／
従
三
位
卜
部
兼
―倶

」
と
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
の

本
奥
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
条
が
、
兼
倶
自
筆
本
ほ

か
数
点
が
吉
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
『
廿
二
社
次
第

付
本

地
』
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
八
月
二
十
二
日
書
写
奥
書
を
有

す
る
写
本
に
は
、
本
条
と
同
様
に
文
明
元
年
八
月
十
一
日
の
兼
倶
に

よ
る
本
奥
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、『
根
源
抄
』
作
成
に
あ

た
っ
て
は
、
文
明
元
年
本
な
い
し
そ
の
写
本
が
参
看
さ
れ
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
個
別
条
に
つ
い
て
は
「
賀
茂
」
及
び
「
大
神
」
条
に
「
兼

敦
案
之
」
に
は
じ
ま
る
注
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

西
田
氏
は
こ
れ
ら
の
条
が
兼
敦
の
手
に
な
る
、
何
ら
か
の
述
作
が
引

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、「
豊
受
宮
」
条
に
「
兼
右
案
之
」
と
の
記
文
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
条
全
体
が
兼
敦
述
作
に
係
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
該

当
記
文
の
み
が
引
か
れ
た
の
か
が
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
十
二
社
個
別
条
中
「
日
吉
」
条
を
『
日
次

記
』
の
記
事
と
比
較
す
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

ま
ず
は
、
以
下
、
煩
を
厭
わ
ず
『
根
源
抄
』
同
条
を
掲
げ
る
。

日
吉

延
喜
神
祇
式
曰
近
江
国
滋
賀
郡
日
吉
神
／
社
大
山
咋
鎮
座
也

賀
茂
松
尾
御
同
体
也

　
　
　
　
　
　
　
　

先
代
旧
事
紀
云　

大
山
咋
神
座
近
海
比
叡
／
山
亦
座
葛
野
郡
／

松
尾
用
鳴
鏑
神
也

当
社
鎮
座
年
紀
不
分
明
旧
事
本
紀
者
／
聖
徳
大
子
之
撰
也
已
述

子
細
往
昔
之
垂
迹
歟

　
　

御
本
地

大三
輪
同
体宮

釈
迦
法
宿
菩
薩･

号
大
比
叡　
　
　
　
　
　
　

二国
常
立
尊宮

地
主
薬
師
花
台

菩
薩
号
小
比
叡

聖八

真幡

子
阿
弥
陀

謂
之
三
聖･

八国
狭
槌
尊

王
子
千
手･

客
人
十
一
面

白
山
也

十天
津
彦
火
瓊
々
杵
尊

禅
師
地
蔵･

三
宮
普

賢

已
上
七
社･

大
行
事
毘
沙
門

早
尾
不
動　

　

下
ノ
八
王
子
虚
空
蔵･

王
子
宮
文
殊

聖弁
才
天女

如
意
輪

稲
荷
也･

気
比
大
日　

聖
観
音･

小
禅
師
竜
樹　
　
　

已
上
中
七
社

悪ア
シ

王ワ
ウ

子
愛
染･

石
滝
弁
才
天･

新
行
事
吉
祥
天
持
国
天･

如
意
輪
又
禅
蔵
師

剣ツ
ル
キ
ノ

宮
不
動･

牛ウ
シ
ノ

尊ミ
コ

大
威
徳･

若
宮

護コ
イ
ン因

已
上
下
七
社　

（
※
イ
本
に
よ
る
註
記
あ
る
が
略
す
―
筆
者
）

山
王
廿
一
社　

眷
属
百
八
社
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御
位
記

大
宮
元
慶
四

正
一
位･

二
宮
寿
永
二

正
一
位･

聖
真
子
建
長
二

正
一
位

八
王
子
建
長
二

正
一
位･

客
人
同
前　

正
一
位･

十
禅
師
同
前　

正
一
位

三
宮
同　
　

正
一
位

行
幸
後
三
条
延
久
三
十
廿
九
始　

祭
礼
延
久
四
四
廿
三
記
云
今
日
比
叡
祭
也
／
自
今
年
初
被
立
官

幣式
曰
依
為
八
王
子
三
宮
遷
宮
以
前
依
別
／
叡
願
自
乾
元
二
四
廿

六
始
被
遣
上
卿
弁
外
／
記
史
諸
司
等
建
暦
三
以
後今

年

相
続
十
一
月

中
申
／
式
曰

一
本
云　

長
久
四
年
六
月
八
日
被
下
毎
年
立
内
／
蔵
寮
幣
宣
旨

日
吉

号
山
王　

弘
仁
十
年
始
崇

長
暦
三
八
十
一
始
座
住
吉
次
梅
宮
上

　

臨
時
祭

円
融　

天
元
五
七
五
依　

叡
願
被
遂
行
之
／
使
侍
従
藤
原
朝
臣

栗
田
殿

一
条　

長
徳
元
八
廿
一
被
行
之
使
左
少
将
源
朝
／
臣
方
理
已
上

二
ヶ
度

或
説
曰　

後
鳥
羽
院　

建
久
三
年
二
月
十
三

丙
辰
／
法
王

後
白
河

依

御
不
予
危
急
御
願
被
行
之
／
使
正
三
位
行
左
近
衛
権
中
将
藤
原

朝
臣
忠
経
此
／
後
中
絶

（
傍
線
筆
者
）

　

本
文
は
以
上
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
深
入
り
は
避

け
る
が
、
前
述
の
通
り
そ
の
鎮
座
地
や
創
祀
、
祭
礼
な
ど
に
つ
い
て

詳
し
く
記
し
、
そ
の
構
成
、
他
の
二
十
二
社
条
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

次
い
で
、『
日
次
記
』「
兼
敦
朝
臣
記
」
に
目
を
移
す
と
、
応
永
八

年
（
一
四
〇
一
）
四
月
五
日
条
の
、
東
坊
城
秀
長
か
ら
の
日
吉
社
縁

起
に
つ
い
て
注
進
を
乞
う
と
の
依
頼
に
対
し
て
兼
敦
が
遣
わ
し
た
注

進
文
が
、
こ
の
『
根
源
抄
』「
日
吉
」
条
傍
線
部
と
、
概
ね
同
文
関

係
に
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、

　
　

日
吉
社

延
喜
神
祇
式
曰
、
近
江
国
滋
賀
郡
日
吉
神
社
、

先
代
旧
事
本
紀
云
、
大
山
咋
神
座
近
海
比
叡
山
、

　
　

･

案
之
当
社
者
、
大
山
咋
神
、
松
尾
御
同
体
也
、
鎮
座
年
紀

所
見
不
詳
、
旧
事
本
紀
者
、
推
古
天
皇
御
宇
聖
徳
太
子
御

撰
也
、
已
述
子
細
、
可
謂
往
昔
之
垂
迹
歟
、

延
久
三
年
十
月
廿
九
日
、
始
行
幸
、

同
四
年
四
月
廿
三
日
、
始
祭
礼
、

乾
元
二
年
四
月
廿
六
日
祭
也
、
或
曰
、
依
為
八
王
子

三
宮
遷
宮
以
前
延
引
、依
別
叡
願
、
自

今
年
被
発
遣
上
卿
弁
、
外
記
、
史
、
諸
司
等
、

　
　

御
本
地
事

大
宮
釈
迦
、･

二
宮
薬
師
、･

聖
真
子
阿
弥
陀
、

八
王
子
千
手
、･

客
人
十
一
面
、･

十
禅
師
地
蔵
、
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三
宮
普
賢
、･

行
事
毘
沙
門
、･

早
尾
不
動
、

神
祇
大
副
兼
敦

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り

（
（（
（

、
と
も
す
れ
ば
こ
の
兼
敦
注
進
の
方
が

『
根
源
抄
』
の
記
事
を
抄
録
し
た
も
の
と
の
印
象
す
ら
与
え
る
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
、「
同
文
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
南
北
朝
期
の

兼
敦
よ
り
二
百
年
近
く
後
に
成
っ
た
と
思
し
い
『
根
源
抄
』
の
方
が

詳
細
に
記
し
て
い
る
」
と
い
う
点
は
本
書
成
立
の
問
題
に
お
い
て
、

極
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
兼
敦

の
頃
に
存
在
し
て
い
た
諸
社
に
関
し
て
記
さ
れ
た
何
ら
か
の
一
本
が

後
に
伝
わ
り
、
そ
の
内
容
が
『
根
源
抄
』
に
収
載
さ
れ
た
こ
と
、
ま

た
、『
日
次
記
』
兼
敦
注
進
も
、
当
時
座
右
に
あ
っ
た
そ
の
「
何
ら

か
の
一
本
」
か
ら
摘
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

　

無
論
、
こ
の
兼
敦
の
注
進
を
後
世
の
何
人
か
が
整
理
・
増
補
し
て

『
根
源
抄
』
等
の
記
事
が
成
っ
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
如

上
、「
賀
茂
」「
大
神
」
条
に
も
兼
敦
注
文
の
見
ら
れ
る
こ
と
、
二
十

二
社
条
に
お
い
て
は
こ
の
日
吉
を
含
め
全
て
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
を
と

る
こ
と
、
さ
ら
に
西
田
氏
の
指
摘
す
る
兼
敦
自
筆
『
延
喜
式
神
名
帳

鈔
』
の
同
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
照
ら
し
て
も
、
や

は
り
両
者
が
兼
敦
の
代
に
存
し
た
同
一
の
「
何
ら
か
の
一
本
」
か
ら

引
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
歩
進
め
れ
ば
、
今
ひ
と
ま
ず
二
十
二
社
条
に
つ
い
て
は
、

兼
敦
述
作
の
式
神
名
帳
「
鈔
」
が
、
後
代
に
よ
る
研
究
に
参
考
と
さ

れ
た
と
の
西
田
氏
の
推
測
を
よ
り
確
実
に
す
る
一
つ
の
証
左
と
な
ろ

う
。

（
2
）『
根
源
抄
』
京
中
郷
村
社
七
条
と
「
兼
致
朝
臣
記
」

　

次
い
で
『
根
源
抄
』
に
お
け
る
独
自
記
事
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も

の
に
、
京
中
や
近
隣
郷
村
の
社
を
多
く
掲
げ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　

い
ま
そ
れ
ら
を
掲
げ
れ
ば
、

○･

式
外
（「
太
政
官
厨
主
神
」
や
「
一
条
富
小
路
梅
忠
社
」
な
ど
、
計
二

十
社
を
収
載
）

○
八
幡
殿
御
鎮
守

○
三
条
坊
門
殿
御
鎮
守

○
室
町
殿
御
鎮
守

○
北
山
殿
御
鎮
守

○
仙
洞
法
住
寺
御
鎮
守

○
光
明
峰
寺
殿
御
鎮
守

○
近
衛
殿
御
鎮
守

○
二
条
殿
御
鎮
守

○
高
野
郷
惣
社
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○
長
谷
八
幡

○
平
岡
八
幡
宮
事

○
赤
山
大
明
神

○
フ
カ
ク
寺
社

○
藪
里
惣
社

○
一
乗
寺
惣
社･

と
な
ろ
う

（
3（
（

。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
「
八
幡
殿
御
鎮
守
」
よ
り
「
一
乗
寺
惣

社
」
ま
で
の
一
連
の
条
に
つ
い
て
、
鳥
居
氏
は
「
恐
ら
く
は
吉
田
家

に
関
係
の
あ
る
鎮
守
そ
の
他
に
し
て
覚
書
と
し
て
書
き
加
え
た
所
で

あ
ろ
う
」
と
ご
く
簡
略
に
解
説
を
加
え
る
の
み
で
あ
る
が

（
3（
（

、「
高
野

郷
惣
社
」
条
よ
り
「
一
乗
寺
惣
社
」
条
の
七
条
に
つ
い
て
は
、
実
の

と
こ
ろ
、
兼
倶
子
息
の
兼
致
の
『
日
次
記
』
で
あ
る
「
兼
致
朝
臣

記
」
に
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
同
文
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

ま
ず
、『
根
源
抄
』
よ
り
該
当
七
条
を
掲
げ
る
。

　

高
野
郷
惣
社

一
神
御
名
崇
道
天
王

一
本
地　

如
意
輪
観
音

一
末
社
数
九
神
御
名

　

賀
茂
大
明
神　

山
王　

貴
布
祢　
　
　

イ
タ
〳
〵
ノ

　

大
明
神　
　
　

十
二
所
権
現　

山
神　

三
輪
明
神

　

ウ
シ
ノ
コ
セ
ン　

護
擁
神

一
神
宮
寺

本
尊
如
意
輪

一
灯
明
毎
朝
神
主
マ
イ
ラ
ス
ル
マ
テ
ニ
テ
候

一
神
主
ハ
地
下
人
也
一
和
尚
ニ
テ

一
勧
請
之
由
来
者
存
知
不
仕

　
　

･

長
ナ
カ
タ
ニ
ノ谷

八
幡

　

八
幡
長
谷　

花
園　

中
村
三
郷
氏
神　

神
事
次
第
八
月
十
五
日

　

ほ
こ
五
本･

け
い
者
三
津
カ
イ･

志
々
舞･

御
供･

御
子

　

御
供･

御
供
餅
酒
在
之

　
　

同
末
社

　

ゑ
ひ
す
か
け
山
大
明
神　

山
王
勧
請
由
来
不
分
明

　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
岡
八
幡
宮
事

　

大
同
四
年
十
二
月
十
日
自
宇
佐
宮
影
向
神
護

　
　
　

号
今
御

寺
御
影
向
所　

于
時
勅
使
従
五
位　

藤
原
公
明
此

社
是
也

時
之
奇
瑞

仁
者

自
玉
椿

一
夜
花
開

云
云

同
年
奉
勧
請　

平
岡
之
山
崎

建
久
元
年
文
覚
上
人
尋
右
迹
被
造
立
御
殿
了



吉田家の諸社研究における家記利用について（新井）197

　

本
社　
　

八
大
天
王　

西
方

末
社　

諏
訪
八
幡

　
　

東
方

末
社　
　

八
王
子　

又
西
方
ニ

賀
茂

　
　

藪
里
惣
社

　

本
社　

牛
頭
天
王

　

末
社　

西
方

賀
茂　

東
方

山
王

　
　

一
乗
寺
惣
社

　

本
社　

八
大
天
王

　

末
社　

伊
勢　

三
社
一
宇

ツ
ヽ

有
也
神
号
不
知
之

　

以
上
の
通
り
、
平
岡
八
幡
宮
を
除
け
ば
、
高
野
の
惣
社
（
現
、
左

京
区
上
高
野
の
崇
道
神
社
）
や
長
谷
の
八
幡
社
、
赤
山
禅
院
、
舞
楽

寺
（
3（
（

・
藪
里
・
一
乗
寺
な
ど
、
と
く
に
修
学
院
周
辺
（
現
左
京
区
南
部
）

の
社
の
創
建
由
来
や
祭
神
、
末
社
、
神
事
等
に
つ
い
て
簡
略
に
記
す

も
の
の
、
内
容
の
多
寡
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

　

次
い
で
『
日
次
記
』「
兼
致
朝
臣
記
」
に
目
を
移
す
と
、
こ
れ
ら

と
同
文
関
係
を
有
す
る
記
事
は
、「
近
郷
社
書
出
」
と
の
表
題
が
付

さ
れ
た
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
十
月
・
十
一
月
の
巻
中
、
十
月

分
に
見
出
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
兼
致
朝
臣
記
」
当
該
記
事
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
萩
原
龍
夫
氏
の
詳
細
な
解
説
が
あ
る

（
33
（

。

　

従
っ
て
、
い
ま
同
氏
の
解
説
に
よ
っ
て
そ
の
経
緯
を
簡
略
に
述
べ

　

承
応
元
年
浄
覚
上
人
被
奉
移
下
壇
今
社
頭

是

也

　
　

同
御
神
体
事

　

社
頭
安
置
之
御
形
像
者
弘
法
大
師
御
筆
第
二

　

也
写
本
第
一

ハ
本
堂
内
陣
安
置
之

　
号
奉
移
御
影

安
置
内
陣　
　
御
帳
中

仍
二
本
在
之　
文
治
年
中
写
本
詫
摩
先
生

筆
云
々

一
勧
請
由
来
事　

弘
法
大
師
御
入
唐
之
時
於
宇
佐

　

可
有
守
護
密
教
之
由
依
御
契
約
如
此

云
云

一
末
社
事

　

若
宮
殿
本
地
普
賢
十
一
面　
　

夷
モ
御
座
候　
　
　
　　

武
内
殿
本
地
阿
弥
陀

　
　
　
　
　

　

惣
社
又
地
ト
モ

申　
　

　

此
内
十
三
社
勧
請
被
申
候　

　

伊
勢　

熊
野　

住
吉　

祇
園　

石
清
水　

石
上

　

金
峯
山
蔵
王　

日
吉
七
社

　
　

北
野　

賀
茂
下上　

稲
荷

　

梅
宮　

丹
生　

松
尾　

春
日　

広
瀬　
　

吉
田

　

貴
布
祢　

平
野　

広
田　

大
原
野　

龍
田
護
法

善
神

　
　

此
内
貴
布
祢
社
者
応
永
始
此
依
託
宣
勧
請

一
宇
内　

此
諸
神
勧
請

云
云

　
　

赤
山
大
明
神

　

当
社

ハ
伝
教
大
師
草
創

　

末
社
西
宮
夷　

十
禅
子　

春
日　

松
尾　

住
吉

賀
茂　

新
羅　

平
野

　
　

フ
カ
ク
寺
社
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同
御
神
体
事

　

社
頭
安
置
之
御
形
像
者
弘
法
大
師
御
筆
第
二
之
写
本

　
第
一
者
本
堂
内
陣
安
置
之

　
号
移
御
影　

　
　
　

文
治
年
中
写
本
詫
摩
先
生

筆
云
々
安
置
内
陣

　

御
帳
中
仍
二
本

在

之

　

一
勧
請
由
来
事　

弘
法
大
師
御
入
唐
之
時
於
宇
佐
可
有

　

守
護
密
教
之
由
依
御
契
約
如
此

云
々

　

一
末
社
事

　

若
宮
殿
本
地
普
賢
十
一
面　
　

夷　

モ　

御　

座　

候

　

武
内
殿
本
地
阿
弥
陀

　
　
　
　
　

　

惣
社
又
地
ト
モ

申

　

此
内
十
三
社
勧
請
被
申

　

伊
勢･

熊
野･

住
吉･

祇
園･

石
清
水･

石
上･

金
峯
山
蔵
王

　

日
吉
七
社･

北
野･

賀
茂
下
上･

稲
荷･

梅
宮･

丹
生　

　

松
尾･

春
日･

広
瀬･

吉
田･

貴
布
祢･

平
野･

広
田

　

大
原
野･

龍
田･

護
法
善
神

　
　

此
内
貴
布
祢
社
者
応
永
始
此
依
託
宣
勧
請
也

云
々

　

一
宇
内
仁
此
諸
神
勧
請

云
々

廿
日
（
中
略
）
赤
山
明
神
注
進

　

当
社
ハ
伝
教
大
師
草
創

　

末
社･
西
宮
夷･

十
禅
子･

春
日･

松
尾･

住
吉･

賀
茂　

　

新
羅･
平
野
（
以
下
略
）

れ
ば
、
こ
の
頃
、
東
山
に
鎮
守
社
を
勧
請
し
よ
う
と
し
て
い
た
足
利

義
政
の
命
に
よ
り
、
兼
倶
が
近
郷
の
神
社
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
調

査
は
、
祭
神
・
本
地
・
末
社
・
神
宮
寺
・
灯
明
担
当
者
・
神
主
・
勧

請
由
来
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
で
、
実
地
検
分
等
は
な
さ
れ
ず
、
長

老
達
に
書
出
を
求
め
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
兼

倶
に
よ
る
調
査
（
に
よ
り
得
た
書
出
）
の
内
容
を
息
兼
致
が
記
録
し
た

も
の
が
当
該
記
事
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
氏
は
、「
兼
致
朝
臣
記
」
よ
り
高
野
郷
惣
社
・
長
谷
八
幡
・

藪
里
惣
社
・
一
乗
寺
の
四
社
の
記
録
を
摘
記
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
、「
兼
致
朝
臣
記
」
当
該
箇
所
を
摘
記
し
て
比
較
検
討
し
た

い
と
思
う
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
前
掲
萩
原
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
四
社
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
割
愛
し
、
こ
こ
で
は
余
の

「
平
岡
八
幡
宮
事
」「
赤
山
大
明
神
」「
フ
カ
ク
寺
社
」
の
み
と
す
る

（
34
（

。

十
八
日
（
中
略
）
今
日
平
岡
八
幡
注
進
云

　

一
御
影
向
之
事

　
　

平
岡
八
幡
宮

　

大
同
四
年
十
二
月
十
日
自
宇
佐
宮
影
向
神京

都

護
寺
御
号
今
御
影
向

小
社
是
也

　

于
時
勅
使
従
五
位
藤
原
公
明
此
時
之
奇
瑞

仁
者

白
玉
椿

　

一
夜
花
開

云
々

　

同
年
奉
勧
請
平
岡
之
山
崎

　

建
久
元
年
又
文
覚
上
人
尋
古
迹
被
造
立
御
殿
事

　

貞
応
元
年
浄
覚
上
人
被
奉
移
下
壇
今
社
頭

是

也
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廿
三
日
（
中
略
）
フ
カ
ク
寺
郷
人

両
人

参
候
鎮
守
事
相
尋
之
処

言
上
云

　

本
社･
八
大
天
王　

西
方

末
社･

諏
訪･

八
幡

　
東
方

末
社･
八
王
子　
又
西
方
ニ

諏
訪
ヨ
リ
ヒ
キ
ノ
キ
テ

賀
茂
社
勧
請

云
々

（
以
下
略
）

　

以
上
、
わ
ず
か
三
条
程
で
は
あ
る
が
、
前
掲
『
根
源
抄
』
の
該
当

条
と
こ
れ
ら
を
比
較
す
れ
ば
、
一
見
し
て
、
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ

ど
の
同
文
関
係
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。

　

ち
な
み
に
、
こ
こ
に
略
し
た
四
社
に
つ
い
て
は
、
十
月
十
六
日
に

高
野
郷
惣
社
・
長
谷
八
幡
、
同
二
十
五
日
に
藪
里
惣
社
・
一
乗
寺
か

ら
注
進
が
な
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
、
上
掲
三
社
と
同
じ
く
本
文
殆
ど

合
致
す
る
。

　

た
だ
し
、『
日
次
記
』
に
お
い
て
は
す
べ
て
灯
明
に
関
す
る
記
述

を
載
せ
る
が
、『
根
源
抄
』
で
は
「
高
野
郷
惣
社
」
を
除
く
余
の
六

社
で
は
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
点
が
異
な
る
。

　

以
上
よ
り
、「
高
野
郷
惣
社
」
以
下
七
条
に
つ
い
て
は
、
前
掲

「
日
吉
」
条
と
は
異
な
り
『
日
次
記
』
と
の
記
文
の
先
後
関
係
頗
る

明
確
で
、
こ
れ
ら
の
条
が
兼
倶
・
兼
致
を
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
『
日
次
記
』
記
事
の
方
が
よ
り
詳
し
い
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
『
根
源
抄
』
所
収
の
近
郷
村
社
に
関
す
る
条
が
、『
日
次
記
』

を
も
っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
の
極
め
て
高
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う

（
3（
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
吉
田
家
の
諸
社
研
究
、
就
中
、『
根
源

抄
』
に
お
い
て
は
、『
日
次
記
』
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
「
兼
致
朝

臣
記
」
が
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
参
看
さ
れ
た
こ
と
を
雄
弁

に
物
語
る
例
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

小
括

　

以
上
、
甚
だ
雑
駁
な
が
ら
、
吉
田
家
に
お
け
る
諸
社
研
究
に
お
い

て
累
代
記
録
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

『
根
源
抄
』
を
中
心
に
、『
日
次
記
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
を
加

え
た
。
そ
の
結
果
、
同
文
関
係
が
認
め
ら
れ
る
二
つ
の
事
例
を
見
出

す
に
至
っ
た
。

　

そ
れ
ら
を
要
す
る
に
、（
一
）『
根
元
記
』『
諸
神
記
』『
根
源
抄
』

と
も
に
ほ
ぼ
同
文
の
「
日
吉
」
条
本
文
の
一
部
が
、『
日
次
記
』「
兼

敦
朝
臣
記
」
に
兼
敦
注
進
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
、（
二
）『
根
源

抄
』
中
の
京
近
郷
七
社
に
関
す
る
条
と
、『
日
次
記
』「
兼
致
朝
臣

記
」
の
記
事
と
の
間
に
同
文
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
と
な
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
同
文
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ

る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
一
）
に
お
け
る
関
係
は
、
兼
敦
の
代
に
は
す
で
に
二
十
二
社
に

係
る
集
成
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
後
世
に
伝
来

し
て
同
家
に
よ
る
諸
社
研
究
に
参
看
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
、

す
な
わ
ち
双
方
が
時
代
を
隔
て
な
が
ら
も
何
ら
か
の
同
一
内
容
を
有
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す
る
書
物
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
例
で
あ
る
。

　

他
方
、（
二
）
の
関
係
は
明
ら
か
に
『
日
次
記
』
の
記
述
が
そ
の

端
緒
に
据
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
根
源
抄
』
が
そ
の
記
述
を
も

と
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
な
お
未
詳
と
さ

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
同
家
の
神
社
研
究
に
お
い
て
『
日
次
記
』

等
の
累
代
の
家
記
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
明
確
に
示
す
証
左
と
な

る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
―
無
論
、
こ
う
し
た
僅
か
な
例
で
そ
こ
ま
で
述
べ

る
の
は
ま
さ
し
く
全
豹
一
斑
の
誹
り
を
免
れ
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
ろ

う
が
―
吉
田
家
の
諸
社
研
究
及
び
そ
の
集
成
と
い
う
営
み
に
お
い
て

は
、
単
に
式
神
名
帳
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
へ
の
関
心
に
と
ど
ま
ら

ず
、
父
祖
の
経
験
に
基
づ
く
歴
史
的
事
実
の
蓄
積
で
あ
る
家
記
に
も

目
を
向
け
、
そ
れ
ら
を
も
研
究
資
料
と
し
て
取
り
込
み
、
活
用
す
る

こ
と
で
、
そ
の
歴
史
の
中
で
自
家
に
様
々
な
形
で
関
わ
っ
た
式
内
・

外
の
大
小
様
々
な
神
社
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
遍
く
博
捜
し
よ
う
と
し

た
意
志
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
諸
社
支
配
を
進
め
る
神
祇
の
家
と
し
て

の
活
動
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
も
垣
間
見
え

て
く
る
も
の
と
思
う
。

　

冒
頭
述
べ
た
と
お
り
、
同
家
の
諸
活
動
中
、
神
社
研
究
お
よ
び
そ

の
集
成
、
就
中
、
中
世
後
期
に
お
け
る
そ
の
成
果
た
る
『
根
元
記
』

等
に
つ
い
て
は
、
未
だ
多
く
の
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
西
田
・
鳥
居
両
氏
以
来
、
他
の
同
家
の
活
動
や
有
り
様

を
伝
え
る
文
献
や
史
料
に
比
し
て
ほ
と
ん
ど
注
目
を
集
め
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、
そ
の
類
本
相
互
の
関
係
が
極
め
て
複
雑

で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
収
載

さ
れ
た
個
別
の
内
容
が
多
岐
に
亘
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
一
因

と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
家
の
教
義
書
や
儀
礼
書
、
神
典
注

釈
書
等
に
比
し
て
そ
の
出
典
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
程
が
曖
昧
で
あ

り
、
こ
れ
ら
が
集
成
さ
れ
た
背
景
や
経
緯
に
い
か
な
る
意
図
が
あ
っ

た
の
か
が
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
両
氏
が
同
書
に
考
察
を
加
え
ら
れ
て
以
降
も
多
く
の
関

連
文
献
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
研
究
が
進
ん
で
き
た
今
に
お
い
て
、
改

め
て
先
学
の
研
究
を
整
理
し
、
再
度
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を

進
め
て
そ
の
選
録
意
図
や
背
景
を
探
る
こ
と
で
同
家
の
歴
史
の
中
で

の
こ
れ
ら
神
社
研
究
書
諸
本
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
、
さ
ら
に
一

歩
進
め
て
、
後
の
時
代
に
そ
れ
ら
が
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
、

す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
形
で
宮
地
の
述
べ
る
「
近
世
神
社
研
究
の
地

盤
と
な
つ
た
」
の
か
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同

家
に
お
け
る
神
社
研
究
の
活
動
の
実
態
や
そ
の
歴
史
的
意
義
も
よ
り

鮮
明
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
内
容
の
精
査
や
諸
本
の
調
査
、
あ
る

い
は
そ
の
分
類
作
業
等
な
お
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
今
は
そ
の
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手
が
か
り
の
一
つ
を
示
す
に
と
ど
め
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
こ
と
と

し
た
い
。

註（
1
）　･

吉
田
神
道
及
び
吉
田
家
の
研
究
史
上
、
明
治
期
～
大
正
期
に
お
け

る
重
要
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
端
緒
と
も
な
る
明
治
後
期
の
宮
地

直
一
「
吉
田
神
社
の
鎮
座
に
就
て
」（『
歴
史
地
理
』
一
三
―
一
、

一
九
〇
九
年
）
や
、
江
見
清
風
「
唯
一
神
道
論
」（『
国
学
院
雑
誌
』

一
七
―
一
～
一
二
、
一
九
一
一
年
、
国
学
院
大
学
編
・
刊
。
の
ち
、

同
氏
『
神
道
説
苑
』（
一
九
四
七
年
、
明
治
書
院
）
所
収
）、
平
泉

澄
「
吉
田
兼
倶
の
冤
罪
」（『
史
学
雑
誌
』
三
一
―
七
、
一
九
二
〇

年
）
が
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
く
に
江
見
・
平
泉
両

氏
の
論
考
は
吉
田
神
道
研
究
の
必
要
性
を
世
に
知
ら
し
め
た
重
要

な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
承
け
て
、
そ
の
後
多
く
の
論
説
が
提

出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

な
お
、
本
文
中
に
示
し
た
三
つ
の
観
点
に
基
づ
い
て
主
要
研
究

を
掲
げ
れ
ば
、（
一
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
研
究
の
緒
を
開
い
た

宮
地
直
一
の
一
連
の
研
究
が
あ
り
（「
吉
田
神
道
綱
要
」、
宮
地
直

一
論
集
七
『
神
道
史
Ⅲ
』（
一
九
八
五
年
、
蒼
洋
社
刊
）
所
収
）、

さ
ら
に
同
家
の
主
要
文
献
を
活
字
化
し
、
解
説
を
加
え
た
も
の
と

し
て
『
吉
田
叢
書
』
一
～
五
（
一
九
四
〇
～
一
九
八
四
年
、
吉
田

神
社
編
、
宮
地
監
修
、
西
田
長
男
・
岡
田
莊
司
解
題
・
校
訂
））

や
神
道
大
系
論
説
編
『
卜
部
神
道
』
上
・
下
（
西
田
長
男
・
岡
田

莊
司
校
注
・
解
題
、
一
九
八
五
・
一
九
九
一
年
）
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
研
究
蓄
積
を
基
に
西
田
氏
や
久
保
田
収
氏
が
中
世

神
道
史
研
究
の
立
場
か
ら
そ
の
歴
史
的
意
義
を
究
明
し
（
西
田

『
日
本
神
道
史
研
究
』
五
（
一
九
七
九
年
、
講
談
社
刊
）、
久
保
田

『
中
世
神
道
の
研
究
』（
一
九
五
九
年
、
神
道
史
学
会
刊
））、
岡
田

氏
の
同
家
神
葬
祭
に
関
す
る
一
連
の
研
究
（「
神
道
葬
祭
成
立
考
」

（『
神
道
学
』
一
二
八
、
一
九
八
六
年
な
ど
）、
出
村
勝
明
氏
の
『
吉

田
神
道
の
基
礎
的
研
究
』（
一
九
九
七
年
、
神
道
史
学
会
刊
）
が

知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
兼
倶
の
活
動
中
と
く
に
注
目
を
集
め
る
斎

場
所
創
建
の
問
題
に
つ
い
て
は
伊
藤
聡
氏
「
文
明
五
年
以
前
の
吉

田
兼
倶
の
斎
場
所
―
特
に
そ
の
創
建
時
期
を
巡
っ
て
―
」（『
早
稲

田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
（
哲
学
・
史
学
編
）
一
七
、
一

九
九
一
年
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
編
・
刊
）
な
ど
に

詳
し
い
。

　
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
西
田
氏
の
研
究
（「
卜
部
家
に
於

け
る
古
典
の
研
究
」
上
下
（『
国
学
院
雑
誌
』
四
五
―
三
・
四
、

一
九
三
九
年
、
皇
典
講
究
所
刊
））
や
久
保
田
氏
の
研
究
（
前
掲
）

が
あ
り
、
こ
れ
を
承
け
た
岡
田
氏
に
よ
る
「
吉
田
兼
倶
の
日
本
書

紀
研
究
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
二
―
一
一
、
一
九
八
一
年
）
等
の

一
連
の
論
考
が
あ
り
、
さ
ら
に
近
年
で
は
、
原
克
昭
氏
が
中
世
に

お
け
る
吉
田
家
の
神
代
巻
講
釈
を
丹
念
に
整
理
し
、
そ
の
実
態
に

関
す
る
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（「
室
町
期
吉
田
家
の
『
日
本

書
紀
』
進
講
史
・
断
章
（
兼
倶
・
兼
右
講
二
題
）」（『
む
ろ
ま
ち
』

九
、
二
〇
〇
五
年
、
室
町
の
会
編
・
刊
）
ほ
か
。
同
氏
『
中
世
日

本
紀
論
考
』、
二
〇
一
二
年
、
法
蔵
館
に
所
収
）。

　
（
三
）
に
つ
い
て
は
前
掲
宮
地
・
西
田
・
久
保
田
氏
ら
の
研
究

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
吉
田
家
が
諸
社
へ
発
給
し
た
宗
源
宣
旨
等
の

実
像
に
迫
っ
た
萩
原
龍
夫
氏
の
仕
事
（『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究･

増
補
版
』
一
九
七
五
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
が
著
名
で
あ
る
と
と

も
に
、
同
家
が
諸
社
と
い
か
に
関
わ
っ
た
か
が
よ
く
知
ら
れ
、
同
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家
の
神
社
研
究
へ
の
検
討
を
進
め
る
上
で
重
要
な
成
果
で
あ
る
。

さ
ら
に
近
年
で
は
、
以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
吉
田
家
の
近

世
期
の
活
動
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
た
も
の
に
井
上
智
勝

氏
（『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』、
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館

刊
）
や
、
同
家
の
家
政
記
録
「
御
広
間
雑
記
」
に
関
す
る
幡
鎌
一

弘
氏
ら
の
一
連
の
研
究
（
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）

研
究
成
果
報
告
書
（
二
〇
一
〇
年
）
ほ
か
幡
鎌
氏
の
一
連
の
論
考
）

が
あ
り
、
さ
ら
に
個
別
神
社
の
祠
官
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

た
宮
永
一
美
氏
「
吉
田
兼
右
の
神
道
伝
授
と
阿
波
賀
春
日
社
」

（『
神
社
継
承
の
制
度
史
』、
椙
山
林
継
・
宇
野
日
出
生
編
、
二
〇

〇
九
年
、
思
文
閣
出
版
刊
）
や
、
幡
鎌
氏
「
臼
井
雅
胤
が
八
神
殿

神
璽
を
一
条
兼
香
に
奉
呈
す
る
に
至
っ
た
道
の
り
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』

一
三
三
、
二
〇
一
〇
年
、
天
理
大
学
出
版
部
刊
）
な
ど
が
注
目
さ

れ
、
そ
の
実
態
解
明
が
飛
躍
的
に
進
ん
で
い
る
。

　

な
お
、
明
治
期
以
降
、
近
年
に
至
る
ま
で
の
吉
田
神
道
研
究
史

に
つ
い
て
は
出
村
龍
日
氏
が
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
そ

ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
（
出
村
「
唯
一
神
道
」（『
神
道
史
研
究
』

四
七
―
三
・
四
合
併
号
、
一
九
九
九
年
、
神
道
史
学
会
））。

（
2
）　･

右
掲
、
宮
地
『
神
道
史
Ⅲ
』、
三
七
三
頁
。

（
（
）　･『
神
祇
全
書
』
一
（
佐
伯
有
義
編
纂
・
校
訂
、
皇
典
講
究
所
刊
、

一
九
〇
六
年
）
所
収
。

（
4
）　･

西
田
氏
に
よ
る
本
書
へ
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、

　
　

･

ａ･

「
吉
田
神
道
の
成
立
―
第
二
稿
―
」（『
千
家
尊
宣
先
生
還

暦
記
念
神
道
論
文
集
』、
一
九
五
八
年
、
同
編
纂
委
員
会
。

の
ち
、
註
１
掲
『
日
本
神
道
史
研
究
』
五
に
所
収
）

　
　

･

ｂ･

「
吉
田
兼
敦
の
『
延
喜
式
神
名
帳
鈔
』」（『
国
学
院
雑
誌
』

六
五
―
七
、
一
九
六
四
年
、
国
学
院
大
学
編
・
刊
。
の
ち
、

前
掲
書
所
収
）。

が
あ
り
、
ま
た
『
群
書
解
題
』
一
巻
上
「
二
十
二
社
註
式
」（
一

九
六
二
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
編
・
刊
）
に
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
本
稿
で
は
ａ
・
ｂ
に
つ
い
て
は
『
日
本
神
道
史
研
究
』

所
収
稿
に
よ
る
。

（
（
）　･

鳥
居
氏
の
論
考
と
し
て
は
、

　
　

･

ａ･

「
諸
神
根
源
抄
・
諸
神
記
・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
―
其
一
、

諸
神
記
と
諸
社
根
元
記
―
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
三
〇
、
一
九

六
五
年
、
天
理
大
学
出
版
部
編
・
刊
）

　
　

･

ｂ･

「
諸
神
根
源
抄
・
諸
神
記
・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
其
二

―
諸
神
記
と
諸
神
根
源
抄
―
」（
同
前
、
三
一
）

が
あ
る
。

（
（
）　･

新
井
「
中
世
後
期
に
お
け
る
吉
田
家
の
神
社
研
究
と
『
延
喜
式
』

「
神
名
帳
」
―
梵
舜
自
筆
『
諸
神
記
』
を
通
路
と
し
て
―
」（
伊
藤

聡
編
『
中
世
神
話
と
神
祇
・
神
道
世
界
』･

、
二
〇
一
一
年
、
竹
林

舎
刊
）。

（
（
）　･

神
道
大
系
神
社
編
二
『
総
記
（
中
）』（
谷
省
吾
・
伴
五
十
嗣
郎
校

注
、
一
九
八
八
年
、
神
道
大
系
編
纂
会
刊
）
所
収
。
本
稿
に
お
け

る
『
根
元
記
』
は
本
書
に
よ
っ
た
。

（
（
）　･『
諸
神
記
』
中
、
管
見
に
触
れ
た
限
り
そ
の
伝
来
最
も
確
か
な
も

の
と
し
て
、
吉
田
文
庫
蔵
梵
舜
自
筆
本
が
あ
る
（
吉
三
一
―
一
六

八
）。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
梵
舜
本
を
参
照
し
た
。

（
9
）　･

註
４
掲
、
西
田
ｂ
、
一
〇
六
頁
。

（
10
）　･

同
右
。

（
11
）　･
註
５
掲
、
鳥
居
ａ
・
ｂ
。

（
12
）　･
西
田
氏
は
ｂ
に
お
い
て
「『
諸
社
根
元
記
』
に
は
異
本
が
少
な
く

な
い
。
の
み
な
ら
ず
、『
諸
神
記
』
と
い
い
、『
諸
神
根
源
集
』
と
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い
い
、『
諸
神
根
源
抄
』
と
い
い
、『
諸
社
本
記
』
と
い
い
、『
諸

神
本
懐
』
と
い
い
、
は
た
『
諸
社
并
神
祇
官
記
』
と
い
い･･････

、

い
ず
れ
も
こ
の
『
諸
社
根
元
記
』
の
異
本
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」

と
述
べ
（
一
〇
六
頁
）、『
根
源
抄
』
に
つ
い
て
も
目
を
通
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
1（
）　･

吉
三
一
―
三
八
。
な
お
、
鳥
居
氏
は
「
憾
む
ら
く
は
江
戸
初
期
の

写
本
」
と
さ
れ
て
い
る
（
註
５
掲
、
ｂ
五
四
頁
）。
た
だ
し
、『
吉

田
文
庫
神
道
書
目
録
』（
一
九
六
五
年
、
天
理
図
書
館
編
・
天
理

大
学
出
版
部
刊
）
は
「
江
戸
時
代
中
期
写
」
と
す
る
（
五
七
頁
）。

　

ち
な
み
に
、
国
学
院
大
学
図
書
館
に
『
根
源
抄
』
と
内
容
を
同

じ
く
す
る
『
諸
神
根
元
抄
』（1（2/（0

）
ほ
か
数
点
を
収
め
る
。

い
ず
れ
も
善
本
で
、
本
稿
の
『
根
源
抄
』
引
文
は
こ
の
国
学
院
大

学
本
『
諸
神
根
元
抄
』
に
よ
っ
た
。

（
14
）　･『
兼
見
卿
記
』
に
お
い
て
は
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
四
月
二

十
七
日
条
（
史
料
纂
集
『
兼
見
卿
記
』
二
）、『
舜
旧
記
』
に
お
い

て
は
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
七
月
十
九
日
条
・
同
八
年
三
月

十
八
日
条
（
史
料
纂
集
『
舜
旧
記
』
五
・
六
）
に
見
え
る
。
こ
の

点
、
早
く
萩
原
龍
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
萩
原
註
１
掲
書
、

六
七
九
頁
）、
な
お
詳
し
く
は
註
６
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1（
）　･『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
間
の
条
目
及
び
本
文
異
同
に
つ
い
て
は
註

５
掲
の
鳥
居
論
文
ａ
を
、
ま
た
、『
諸
神
記
』『
根
源
抄
』
間
の
相

違
に
つ
い
て
は
鳥
居
ｂ
を
参
照
。

（
1（
）　･

註
７
掲
神
道
大
系
解
題
は
概
ね
西
田
氏
の
説
を
襲
い
、
鳥
居
説
に

対
し
て
「
い
ま
だ
定
説
を
覆
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る

に
と
ど
め
る
。
た
だ
し
、
鳥
居
氏
の
説
は
西
田
論
考
ｂ
（
初
出
稿
）

を
承
け
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
西
田
氏
は
同
論
考
が

の
ち
に
『
日
本
神
道
史
研
究
』
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
鳥
居

論
考
を
掲
げ
、「
優
れ
た
考
証
」
で
「
価
値
が
高
い
」
と
、
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
（
西
田
ｂ
、
一
二
二
頁
）。
な
お
、
筆
者
も
註

６
掲
拙
稿
に
お
い
て
、『
根
源
抄
』
と
『
諸
神
記
』
及
び
梵
舜
筆

の
聞
書
類
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
鳥
居
説
の
蓋
然
性
の
高
い
こ
と

を
指
摘
し
た
。

（
1（
）　･

例
え
ば
国
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
の
、
外
題
に
「
一
宮
順
詣
記
／

神
祇
之
書
」
と
あ
る
一
本
（1（（.（/1（

）
の
「
神
祇
之
書
」
相
当

部
は
『
根
源
抄
』
と
同
内
容
で
あ
る
が
、『
国
学
院
大
学
図
書
館

収
蔵
神
道
書
籍
解
説
目
録
』
二
（
一
九
六
四
年
、
国
学
院
大
学
図

書
館
編
・
刊
）
に
は
「
諸
社
根
元
記
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　･

註
４
掲
、
西
田
ａ
・
ｂ
参
照
。
な
お
、
西
田
氏
が
紹
介
さ
れ
た
と

思
し
い
『
延
喜
式
神
名
帳
鈔
』
が
現
在
、
国
学
院
大
学
所
蔵
の
宮

地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（『
神
祇
官
八
神
殿

之
事
秘
文
』B1

‐（e/･1（2（

）。

（
19
）　･

註
４
掲
、
西
田
ａ
・
ｂ
。
た
だ
し
氏
は
、「
治
大
御
抄
」
な
ど
と

も
見
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
兼
敦
朝
臣
記
」
が
「
治
大
記
」
と
も

称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
兼
敦
に
係
る
記
述
が
こ
の
「
兼
敦
朝
臣
記
」

と
同
一
か
、
あ
る
い
は
散
逸
し
た
兼
敦
の
別
の
述
作
（
抄
）
に
よ

る
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
取
ら
れ
て
い
る
（
ａ
六
九
頁
）。

（
20
）　･

註
４
掲
、
西
田
ｂ
九
八
頁
。

（
21
）　･

註
４
掲
、
西
田
ｂ
。

（
22
）　･

た
だ
し
西
田
氏
は
、
例
え
ば
「
宮
中
神
卅
六
座
」
条
を
収
載
す
る

氏
蔵
本
「
根
元
記
」
や
山
田
以
文
旧
蔵
『
諸
社
并
神
祇
官
記
』
に

つ
い
て
「
宮
中
神
卅
六
座
」
条
以
外
は
「
一
般
の
『
諸
社
根
元
記
』

の
体
裁
と
ほ
ぼ
同
じ
」
と
記
し
た
り
（
註
４
掲
、
西
田
ｂ
、
一
〇

五
頁
。
た
だ
し
、
実
際
は
同
じ
で
は
な
い
）、
あ
る
い
は
註
12
に

掲
げ
た
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
と
「
異
本
ま
た
は
一
本
の
関
係
に
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あ
る
と
誤
解
せ
し
め
な
い
で
は
な
い
」
た
め
「
い
ま
は
仮
に
『
諸

社
根
元
記
』
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
本
を
代
表
せ
し
め
る
こ
と
と

す
る
」（
同
前
、
一
一
七
頁
）
と
断
ら
れ
る
な
ど
、
類
本
相
互
の

関
係
に
つ
い
て
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
も
い
る
。

（
2（
）　･

詳
し
く
は
吉
川
弘
文
館
『
神
道
史
大
辞
典
』「
吉
田
家
日
次
記
」

「
兼
右
卿
記
」「
兼
致
朝
臣
記
」
項
（
す
べ
て
岡
田
莊
司
氏
）
参
照
。

（
24
）　･

な
お
、『
根
元
記
』『
諸
神
記
』「
神
体
之
下
奉
書
付
之
」
条
の
永

禄
六
年
（
一
五
六
三
）
八
月
二
十
六
日
兼
右
書
付
は
、
現
存
す
る

「
兼
右
卿
記
」
永
禄
六
年
四
月
～
同
八
年
十
月
分
（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
）
と
年
代
は
重
な
る
も
の
の
、
同
記
八
月

は
二
十
五
日
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
確
認
し
得
な
い
。

（
2（
）　･

二
〇
一
〇
年
十
二
月
五
日
開
催
の
神
道
宗
教
学
会
学
術
大
会
（
第

六
四
回
）
に
お
い
て
「
吉
田
家
に
お
け
る
諸
社
の
縁
起
等
の
集
成

に
つ
い
て･

―
「
神
名
帳
」
研
究
と
神
社
研
究
―
」
と
し
て
発
表
。

要
旨
は
『
神
道
宗
教
』
二
二
四
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
、
神
道
宗

教
学
会
）
に
掲
載
。

（
2（
）　･

吉
三
一
―
一
六
一
。
な
お
、
本
書
に
つ
い
て
は
鳥
居
清
「
吉
田
文

庫
の
兼
右
自
筆
本
に
つ
い
て
（
二
）
―
神
社
名
祭
祀
服
忌
等
に
関

す
る
も
の
―
」、（『
ビ
ブ
リ
ア
』
二
七
、
一
九
六
四
年
、
天
理
大

学
出
版
部
編
・
刊
）
に
解
説
が
あ
る
。

（
2（
）　･

吉
田
家
本
『
延
喜
式
』（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
一
三

『
古
代
史
籍
続
集
』）
に
よ
る
。
な
お
、
同
書
解
説
で
田
中
卓
氏
が

本
書
を
平
安
末
期
～
鎌
倉
初
期
の
写
本
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
西

田
氏
は
こ
れ
を
南
北
朝
期
の
兼
熙
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
日

本
神
道
史
研
究
』
八
（
一
九
七
八
年
）、「
神
社
の
起
源
の
古
さ
」

二
一
六
頁
）。

（
2（
）　･

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
『
根
源
抄
』
の
二
十
二
社
記
文
と
ほ
ぼ
同
文

が
『
根
元
記
』『
諸
神
記
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、『
根
源
抄
』
に
お

い
て
「
廿
二
社
次
第

付
垂
迹
并
本
地

」
条
と
後
続
の
二
十
二
社
個
々
の

条
に
分
け
ら
れ
て
い
る
記
述
を
社
ご
と
に
合
わ
せ
た
形
で
記
す
。

詳
し
く
は
註
６
掲
拙
稿
参
照
。

（
29
）　･『
大
日
本
史
料
』（
七
―
四･

九
六
九
頁
）「
応
永
八
年
四
月
十
三
日

日
吉
祭
」
条
「
義
満
、
日
吉
社
ニ
参
詣
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
」
項
に

よ
っ
た
。

　

な
お
、
同
条
は
、
岩
橋
小
弥
太
氏
も
兼
熙
・
兼
敦
の
時
代
に
は

同
家
が
「
諸
社
の
勧
請
、
祭
祀
及
び
祭
神
の
問
題
等
に
つ
い
て
公

武
諸
家
か
ら
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
」
こ
と
を
示
す
証
左

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（「
吉
田
兼
煕
及
び
兼
敦
の
日
記
を
読

み
て
」『
国
学
院
雑
誌
』
六
〇-

七
、
一
九
五
九
年
、
九
四
頁
。

な
お
、『
神
道
史
叢
説
』（
一
九
七
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
「
吉

田
家
日
次
記
」
と
改
題
の
上
所
収
）。

（
（0
）　･「
式
外
」
条
中
「
姉
小
路
猪
熊
橘
逸
勢
神
」
の
み
『
根
元
記
』『
諸

神
記
』
に
も
「
姉
小
路
猪
熊
橘
逸
勢
神
」
条
が
立
て
ら
れ
、
同
文

が
見
え
る
。

（
（1
）　･

註
５
掲
、
鳥
居
ｂ
、
五
九
頁
。

（
（2
）　･

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
刊
の
秋
里
籬
島
『
都
名
所
図
会
拾
遺
』

巻
二
「
舞
楽
寺
天
王
社
」
項
に
「
諸
社
根
元
記
云
、
舞
楽
寺
社
八

大
天
王
（
西
方
末
社
）
諏
訪
八
幡
」
と
見
え
、『
根
源
抄
』
独
自

の
「
フ
カ
ク
寺
」
条
に
つ
い
て
「
諸
社
根
元
記
云
」
と
し
て
引
い

て
い
る
（
増
補
京
都
叢
書
一
二
『
都
名
所
図
会
拾
遺
』、
増
補
京

都
叢
書
刊
行
会
編
、
一
九
三
四
年
、
二
〇
三
頁
）。
西
田
氏
の
指

摘
さ
れ
る
（
註
４
掲
、
西
田
ｂ
）、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の

裏
松
光
世
『
大
内
裏
図
考
証
』
巻
一
九
乾
の
神
祇
官
条
に
『
根
源

抄
』
八
神
殿
記
事
が
「
諸
社
根
元
記
曰
」
と
引
か
れ
る
事
例
と
合
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わ
せ
、
近
世
の
『
根
源
抄
』
受
容
や
そ
の
伝
来
な
ど
を
考
え
る
上

で
注
意
す
べ
き
記
述
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　･
萩
原
註
１
掲
書
、
三
九
一
～
三
九
五
頁
。

（
（4
）　･

原
本
は
天
理
図
書
館
蔵
（『
吉
田
家
日
次
記
』
文
明
十
七
年
十
・

十
一
月
。210.（-ｲ

49-（（

）。
な
お
、
本
稿
で
は
東
大
史
料
編
纂
所

所
蔵
の
写
真
帳
（（1（（-4（-1（

）
を
用
い
た
。

（
（（
）　･

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
「
八
幡
殿
御
鎮
守
」
条
よ
り

「
二
条
殿
御
鎮
守
」
条
に
つ
い
て
も
、
東
山
鎮
守
社
建
立
に
絡
ん

で
行
わ
れ
た
調
査
の
記
録
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、『
大

日
本
史
料
』（
八
―
一
九
）
に
見
え
る
「
兼
致
卿
記
」（
マ
マ
）
文

明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
十
一
月
二
十
五
日
条
に
、
義
政
が
鎮
守

社
建
立
に
あ
た
っ
て
兼
倶
に
社
壇
の
事
を
下
問
し
た
際
の
、「
北

山
殿
鎮
守
・
花
御
所
鎮
守
は
木
地
社
壇
で
あ
る
が
、
八
幡
殿
御
鎮

守
（
六
条
若
宮
）・
三
条
万
里
小
路
御
鎮
守
は
彩
色
で
あ
り
、
八

幡
社
で
あ
れ
ば
社
壇
は
彩
色
に
す
る
の
が
本
儀
で
あ
る
」
と
の
兼

倶
の
注
進
（
一
七
〇
頁
）
も
合
わ
せ
て
注
意
さ
れ
よ
う
。

【
付
記
】

　
　

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金　

若
手
研
究
（
Ｂ
）「
中
世
後
期
か
ら
近

世
初
頭
に
お
け
る
吉
田
家
の
神
社
研
究
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
課
題

番
号21（2002（　

平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度
～
平
成
二
十
二
（
二

〇
一
〇
）
年
度
）
に
お
け
る
調
査
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

執
筆
に
あ
た
り
、
資
料
調
査
及
び
掲
載
に
関
し
て
ご
協
力
を
賜
っ
た
天

理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
並
び
に
国
学
院
大
学
図
書
館
に
、
末
筆
な
が
ら

御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
國
學
院
大
學
助
教
）




